
（平成２３年６月２９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 61 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 57 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 52 件

国民年金関係 18 件

厚生年金関係 34 件

年金記録確認兵庫地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 
 

兵庫国民年金 事案 2454 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47年 10月から 48年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要 旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月から 48年６月まで 

私は、昭和 47年 10月頃、私たちのことを心配した兄が、Ａ県Ｂ市で私た

ち夫婦の国民年金の加入手続を行ってくれたと聞いたが、意味が分からなか

った。Ｃ市に転居した後、兄から国民年金の手続のことを聞いていたので、

すぐに同市役所で手続を行った。 

兄夫婦は、申立期間の国民年金保険料を納付しており、私たち夫婦の国民

年金の加入手続をしてくれた兄が、私たちの保険料を納付しないということ

はないと思うので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 47年 10月から 48年３月までについて、Ｂ市の国民

年金被保険者名簿によると、47年 11月２日に、夫婦共に国民年金の取得処理

がされており、この頃に、国民年金の加入手続が行われたものと推認できる

上、同名簿に記載の住所は、申立人の兄の住所と近接する住所であることか

ら、申立内容と符合する。 

また、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付したと

する申立人の兄は、国民年金に加入以降、60 歳到達時まで、全ての保険料を

納付していることから、その兄の保険料の納付意識は高かったものと考えら

れる上、申立人がＢ市に在住していた昭和 47年 10月から 48年３月までにつ

いて、保険料を納付しない特段の理由も見当たらないことから、申立期間の

うち、当該期間の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

一方、申立期間のうち、昭和 48年４月から同年６月までについて、上記Ｂ

市の国民年金被保険者名簿によると、申立人は、同年５月に同市からＤ市へ



 
 

転出していることが確認できる上、当該期間の国民年金保険料を申立人が納

付したとする主張は無いことから、申立期間当時の保険料の収納方法は期別

納付であったことを踏まえると、当該期間の保険料については、申立人の兄

は納付できなかったものと考えられる。 

また、申立人の兄が申立期間のうち、昭和 48年４月から同年６月までの国

民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 47年 10月から 48年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



 

兵庫国民年金 事案 2455 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年４月から 53年 12月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年４月から 53年 12月まで 

             ② 昭和 55年７月から 57年３月まで 

私は、幼い長女を連れて市役所で国民年金の加入手続を行い、夫婦の国民

年金保険料を私が納付していたが、申立期間①については、職員から夫と同

じ時期まで遡って納付できると聞き、１回１万 5,000円から１万 6,000円ぐ

らいを数回納付した記憶もあり、夫が納付済みであるのに、私が未納とされ

ていることに納得できない。 

また、夫が会社に就職したが、私の国民年金保険料納付が困難だったので、

保険料の免除申請を行っていたのに、申立期間②が未納とされていることに

納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、国民年金の加入手続時に市役所の職員から、

申立人の夫が国民年金保険料を納付済みである期間について保険料を納付で

きるとの説明を受けたので、遡って納付した記憶があるとしており、保険料納

付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53年 12月に払い出さ

れていることが国民年金手帳記号番号払出簿で確認でき、この頃に加入手続を

行ったものと推認できることから、申立期間の保険料を遡って納付することが

可能であった上、申立人は、１万 5,000円から１万 6,000円ぐらいを数回納付

したとしており、この金額は申立期間当時の６か月分の保険料額とおおむね一

致することから、申立人が申立期間の保険料を遡って納付したものと考えても

不自然ではない。 



 

一方、申立期間②について、当時の国民年金被保険者台帳である申立人の特

殊台帳を見ると、一旦、昭和 55 年度が申請免除期間とされていたものの、Ａ

市の国民年金被保険者台帳によると、申立人の夫が、昭和 55 年７月１日に厚

生年金保険被保険者資格を取得したため、57年４月 19日の届出により、申立

人が 55 年７月１日付けで強制加入被保険者から任意加入被保険者へと種別変

更されていることが確認でき、任意加入被保険者の国民年金保険料は免除でき

ないことから、申立人は、申立期間の保険料を免除されなかったものと考えら

れる。 

また、申立人が申立期間②の国民年金保険料を免除されていたことを示す関

連資料は無く、ほかに保険料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 52 年４月から 53年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



 

兵庫国民年金 事案 2456 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 36年生 

住 所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年１月から同年３月まで 

   ② 昭和 60年７月から 61年３月まで      

    私は、会社を退職し、昭和 60 年４月にＡ市役所で国民年金の加入手続と

ともに、付加保険料の手続も行った。その際、同年１月から同年３月までの

国民年金保険料が未納になっていたので、納付書を発行してもらい遡って納

付し、同年４月から 61 年３月までは、毎月銀行で納付していたのに、未納

期間とされているのでよく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、３か月と短期間であるとともに、申立人に係るＡ市の

国民年金被保険者関係届（申出・申請）書を見ると、昭和 60年４月 25日に国

民年金の加入手続を行っており、納付書欄には申立期間の現年度納付書が発行

されていることが確認できることから、申立人の主張と符合し、申立期間直後

の昭和 60 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していることを踏

まえると、申立人は、当該納付書により、申立期間の保険料を納付したものと

みても不自然ではない。 

一方、申立期間②について、申立人は、その夫が金融機関で毎月、納付して

くれていたと主張している。 

しかしながら、Ａ市の国民年金賦課収納状況一覧表において、申立期間②は

空欄となっており、申立期間の国民年金保険料を現年度納付した記録は見当た

らない上、昭和 61年６月 10日付けで過年度納付書が発行されていることがオ

ンライン記録により確認できることから、当該時点で、昭和 60 年度以前の期

間に保険料の未納があったものと推認できるが、申立人からは遡って保険料を



 

納付したとする主張は無く、申立人は、申立期間の保険料を納付しなかったも

のと考えられる。 

また、申立期間②について、Ａ市によると、申立期間当時の国民年金保険料

の納付方法は、３か月ごとの期別納付であったとしていることから、申立内容

とは符合しない上、保険料は少なくとも３回に分けて納付することとなるが、

金融機関で納付したとする記録が全て欠落するとは考え難い。 

さらに、申立期間②について、申立人及びその夫が国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 60 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 

兵庫国民年金 事案 2457 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年９月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年９月から 40年３月まで 

私は、昭和 44年に結婚し、現住所へ転居したが、その際、今は亡き母親

が、「あなたの国民年金保険料は、最初から今日まで納めているから。」と

言って、日付印の押した国民年金手帳を見せてくれた。加入手続や保険料納

付は、集金人を通じて行ってくれたと聞いていた。実家は経済的に楽な生活

を営んでおり、母親は実直な性格だったので、その言葉は嘘ではないと確信

している。古い年金手帳等は実家に残していたが、災害の際、処分してしま

った。 

現在の記録に納得できないので、よく調べて、記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は７か月と短期間である上、申立人は、申立期間後の国民年金保険

料を全て納付しており、納付意識の高さがうかがえる。 

また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、

後の任意加入被保険者の資格取得日から、昭和 40年 11月頃に払い出されたも

のと確認できることから、この頃に申立人の加入手続が行われたものと推認さ

れ、Ｂ市では、窓口で過年度納付書を発行していたとしていることから、申立

期間の国民年金保険料を過年度納付することが可能である。 

さらに、申立人と同様に、申立人の母親が国民年金保険料を納付していたと

する申立人の兄は、昭和 36 年４月の国民年金制度発足時から国民年金に加入

し、申立期間の保険料を納付済みであることから、申立人についても、申立期

間の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 3624  

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 23年８月 20日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得した旨の届出を社会保険出張所（当時）に行ったことが認められることから、

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格取得日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

   なお、申立期間に係る標準報酬月額については、１万円とすることが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年８月 20日から 26年８月１日まで 

    私は、Ａ社Ｃ工場で、昭和22年５月から28年１月まで継続して勤務した。

転勤や所属部署の変更は無かったのに記録が欠落している。調査の上、記録

を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ工場において、申立期間当時、給与計算を担当していたとする元従業

員によると、「申立人は申立期間も継続して勤務し、職種等の変更は無かった

と思う。申立期間当時、同社では、全ての従業員が厚生年金保険に加入してい

た。」と証言している上、当時の経理事務員だったとする別の元従業員も、「全

ての従業員が勤務期間の全期間について、厚生年金保険に加入していたと思

う。」と証言している。 

また、オンライン記録及び申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）

によると、申立人は申立期間の始期の昭和 23年８月 20日にＡ社Ｃ工場に係る

厚生年金保険被保険者資格を取得後、申立期間直後の 26年８月１日に、再度、

当該事業所において被保険者資格を取得しており、申立期間の被保険者記録は

確認できないが、Ｂ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被

保険者名簿」という。）には、申立人が、23 年８月 20日に資格を取得し、24

年１月１日及び同年５月１日にそれぞれ標準報酬等級を変更した旨の記載が

確認できる。 



 

さらに、日本年金機構が保管するＡ社Ｃ工場に係る被保険者名簿（先頭ペー

ジの摘要欄に「S26.８.１算定基礎届により名簿照会書換」と記載）において、

申立人が記載されているページ及びその前後の合計３ページに記載されてい

る被保険者 44 人（申立人を除く。）は、いずれも資格取得日の記載が無いと

ころ、当該 44人のうち、オンライン記録が確認できた 36人全員の資格取得日

は、昭和 26 年８月１日より前であることが確認できる上、当該名簿を管轄す

るＤ事務センターでは、「資格取得日を確認できる他の名簿を確認できないた

め、他に書換え前の名簿が存在していた可能性については判断できず不明であ

る。」と回答しており、申立期間に係る申立人の年金記録の管理が適切に行わ

れていない可能性がうかがえる。 

加えて、上記の 44 人のうち、Ｂ社が保管する被保険者名簿において、昭和

24 年５月１日の標準報酬等級の記載が確認できる９人を調査したところ、当

該９人全員の当該名簿に記載されている同年同月の標準報酬等級は、日本年金

機構が保管する被保険者名簿の標準報酬等級とそれぞれ一致することが確認

できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 23年８月 20日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険出張所に行ったこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法

の一部を改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準じ、１

万円とすることが妥当である。 



 

兵庫厚生年金 事案 3625 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本店における厚生年金保険被保険者資格の取

得日は、昭和 19年 10月１日であると認められることから、申立期間に係る記

録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 19年 10月から 21年３月

までは 70円、同年４月から 22年５月までは 270円、同年６月から同年８月ま

では 600円することが妥当である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 22年９月１日まで 

私の主人は、昭和 17 年にＡ社に入社し、途中兵役に服したが、55年に退

職するまで継続して同社に勤務していたにもかかわらず、19年 10 月１日か

ら 22 年９月１日までの厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ｂ社の回答から、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務していたことが確

認できる。 

また、Ａ社本店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人

は、同社本店が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 19 年６月１日に被保

険者資格を取得し、かつ同日付けで同資格を喪失しており、備考欄には、「郵」

の記載が確認できることから、申立人は、同日時点で団体郵便年金に加入して

いたため、厚生年金保険の適用を除外されたものと推認できる。 

さらに、Ｂ社は、「昭和 19 年６月１日当時、Ａ社の国内在籍者全員が団体

郵便年金に加入しており、同日に管轄社会保険事務所（当時）に資格取得届及

び適用除外申請を提出した。また、22 年９月１日の適用除外制度廃止に伴い、

同日の在籍者全員について、厚生年金保険被保険者資格取得届を提出した。」

と回答している。 



 

加えて、日本年金機構の資料によると、団体郵便年金に加入している場合に

は、厚生年金保険法の前身である労働者年金保険法の制定時から、「団体郵便

年金掛金の労働者年金保険への移管」、「団体郵便年金加入者に対する労働者

年金保険の適用除外」及び「団体郵便年金加入者に対する労働者年金保険に適

用されるに至った場合における被保険者期間の加算」という三つの調整が行わ

れており、旧台帳に団体郵便年金加入の表示がある場合は、昭和 22年９月を限

度として、厚生年金保険の被保険者期間と認めることとするとされている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、事業主は、申立人が昭和

19年６月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得（準備期間を経て、同年 10

月１日から保険料を徴収）した旨の届出を保険出張所（当時）に行ったことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和

19 年６月の保険出張所の記録から、同年 10 月から 21 年３月までは 70 円、同

社本店における申立人と同年齢の被保険者の厚生年金保険被保険者台帳の記録

から、同年４月から 22年５月までは 270円、申立人の同社本店における同年９

月の社会保険出張所（当時）の記録から、同年６月から同年８月までは 600 円

とすることが妥当である。 



 

兵庫厚生年金 事案 3626 

 

第１ 委員会の結論 
申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を 117万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 10月 31日 

申立期間に支給された賞与に対して厚生年金保険料控除がされているが、

年金記録に不備がある。記録の訂正を願いたい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人が所持する給与支払明細書から、申立人は、申立期間において、その

主張する 117 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 
  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期

間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 3627 

 

第１ 委員会の結論 
申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 10月 31日 

申立期間に支給された賞与に対して厚生年金保険料控除がされているが、

年金記録に不備がある。記録の訂正を願いたい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人が所持する給与支払明細書から、申立人は、申立期間において、その

主張する標準賞与額の上限額 150 万円に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 
  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期

間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 3628 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 35 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 35年９月１日から同年 11月１日まで 

私は、昭和 35年３月１日にＡ社に入社した後、同年８月 31日までＢ社（現

在は、Ｃ社）に出向し、同年９月１日にＡ社に復職したが、復職直後の２か

月間の年金記録が無いので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した在籍証明書、社員人事カード、勤務履歴、雇用保険の被保険

者記録及び同社の回答内容から判断すると、申立人は、同社及びその関連事業

所に継続して勤務し（昭和 35 年９月１日にＢ社からＡ社に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 35 年

11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000 円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は納付したとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと認められる。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3629 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年１月１日から同年４月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月

額に係る記録を 26万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

たか否かについては明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月１日から 55年４月１日まで  

私は、昭和 39 年４月から 55 年３月までＡ事業所で勤務していたが、申

立期間の給料支払明細書を見ると、社会保険事務所（当時）に届出された標

準報酬月額が実態に合っていない。保管している給与明細書をすべて提出す

るので、適正な標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下｢特例

法｣という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料控除額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範

囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。  

  ２ 申立期間のうち、昭和 55 年１月から同年３月までの期間については、申

立人が保管する給料支払明細書から、申立人は、その主張する標準報酬月額

（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

    なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事



 

業主は納付していたと思うとしているが、これを確認できる関連資料、周辺

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立人が主張する標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

３ 申立期間のうち、昭和 49 年１月から同年７月までの期間、同年９月から

51 年９月までの期間、同年 11 月から 52 年 11 月までの期間、及び 53 年１

月から 54年 12月までの期間については、給料支払明細書により確認できる

厚生年金保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額のいずれか低い

方の額は、オンライン記録の標準報酬月額と同額かこれを下回る額であるこ

とが確認できることから、当該期間は特例法による保険給付の対象にあたら

ないため、あっせんは行わない。 

４ 申立期間のうち、昭和 49年８月、51年 10月及び 52年 12月については、

申立人は当該期間の給料支払明細書を所持しておらず、ほかに申立人が主張

する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立期間のうち、昭和 49 年

１月から 54年 12月までの期間について、申立人が主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認め

ることはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 3630 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に対し、申立人が主張する標準報酬月額（41

万円）であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を 41 万円と

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 10月１日から 15年９月１日まで   

    私は、平成６年４月１日にＡ社に就職し、18年３月 31日までの間、継続

して勤務していた。厚生年金保険被保険者記録によると、14年 10月から 15

年９月までの標準報酬月額が 28 万円となっている。総支給額から算定され

る額より低くされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった所得税源泉徴収簿兼賃金台帳によると、申立人の厚生

年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は 41 万円であることが確認できる上、

Ｂ健康保険組合から提出のあった被保険者・被扶養者台帳及び被保険者報酬月

額算定基礎届履歴によると、申立人の標準報酬月額は 41 万円であることが確

認できる。 

また、Ａ社は、「所得税源泉徴収簿兼賃金台帳の記載どおりに申立人に係る

厚生年金保険料を控除、納付していた。算定基礎届は複写式であるため、同組

合へ届け出た標準報酬月額と社会保険事務所に届け出た厚生年金保険料に係

る標準報酬月額は同額である。」と回答している。 

さらに、オンライン記録によると、申立人の申立期間直前の標準報酬月額は

44 万円（平成 13 年 10 月定時決定）、申立期間直後の標準報酬月額も 44 万円

（15 年９月定時決定）であるところ、申立人の申立期間の標準報酬月額をオ

ンライン記録どおり 28 万円とした場合、申立期間の直前、直後とも標準報酬

月額が２等級以上の変動があるため、本来であれば随時改定の対象となること

から、13 年については同年５月から同年７月の平均給与により同年８月に改

定、15 年については同年４月から同年６月の平均給与により、同年７月に改

 



 

定の手続を行うべきであるにもかかわらず、両年とも随時改定の手続が行われ

ていない。 

これらについて、日本年金機構Ｃ事務センターでは、「オンライン記録の標

準報酬月額が正しいとするなら間違った手続である。申立人の被保険者番号の

1 つ前の被保険者の標準報酬月額が 28 万円であることからすると、当センタ

ーの入力ミスの可能性は否定できない。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、事業主が社会保険事務所に対し届け出た申立

人の標準報酬月額については、申立人が主張する標準報酬月額（41 万円）で

あったと認められることから、申立期間の標準報酬月額については、41 万円

とすることが妥当である。 



 

兵庫厚生年金 事案 3631 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 150万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年３月 31日 

平成19年３月31日に支給された賞与に対して厚生年金保険料控除がされ

ているが、年金記録が漏れている。記録の訂正を願いたい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳から、申立人は、申立期間において、その主張

する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について、

事業主によると、申立期間に係る事務手続に誤りがあったとしていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。



 

兵庫厚生年金 事案 3632 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格喪失日に係る記録を平成 18年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 24万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年 11月 30日から同年 12月１日まで 

私は、Ａ社で継続して勤務し、平成 18年６月１日から同年 12月１日まで

同社で厚生年金保険に加入していた。しかし、年金記録を確認したところ、

同社における厚生年金保険の資格喪失日が同年11月30日となっており１か

月の空白期間が生じているので訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び事業主が発行した在籍証明書等から判断する

と、申立人が、申立期間において、Ａ社で勤務していたことが確認できる。 

さらに、事業主が保管する申立人に係る平成 18 年分給与所得の源泉徴収票

により確認できる社会保険料控除額から判断すると、申立人は、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る平成 18 年

10月の社会保険事務所（当時）の記録から 24 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の納付義務の履行については、事業主は、納付し

たかは不明であるとしているが、事業主が保管している申立人に係る健康保険

厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書における資格喪失日が平成 18年 11

月 30 日となっていることから、事業主が、同日を厚生年金保険の資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも



 

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

  



 

兵庫厚生年金 事案 3633 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  



 

兵庫厚生年金 事案 3634 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 55万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、55万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3635 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3636 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3637 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 55万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、55万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3638 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3639 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3640 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 35万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、35万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3642 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3644 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3645 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 35万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、35万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3646 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3649 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 26万 1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、26万 1,000円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3654 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 40万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、40万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3656 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 27万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、27万 3,000円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3657 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3658 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 40万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、40万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3659 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3660 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3661 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、30万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、30万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3663 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 40万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、40万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、30万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3665 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住 所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、20万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、15万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、15万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3668 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、20万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3669 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 10万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、10万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3670 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を５万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16 年分賃金台帳により、申立人は、５万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3671 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を５万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16 年分賃金台帳により、申立人は、５万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3672 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 35万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、35万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3673 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、30万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3674 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万 2,000円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3675 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3676 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、45万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16年分賃金台帳により、申立人は、50万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3678 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を５万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月５日 

    私の年金記録では、平成 16 年８月の標準賞与額の記録が無い。Ａ社によ

ると、当時社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出していなかったとの

ことなので、申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社から提出された平成 16 年分賃金台帳により、申立人は、５万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  

 



 

兵庫厚生年金 事案 3679 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を 63万 2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 13日              

    Ａ事業所（現在は、Ｂ事業所）から支給された賞与のうち、申立期間に支 
払われた賞与に係る記録が、私が所持している平成 19年分給与所得退職所 

得に対する所得源泉徴収簿から、厚生年金保険料が控除されていることが確 
認できるにも関わらず、厚生年金保険の記録から抜けている。記録を訂正し 
てほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準賞与額を決

定し、これに基づく記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉徴

収していたと認められる保険料の額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立人から提出された平成 

19年分給与所得退職所得に対する所得源泉徴収簿により確認できる厚生年金 

保険料額から、63万 2,000円とすることが妥当である。    

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 3680 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 16 万

円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当す

ることから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 15 万円とさ

れているが、申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額（16

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人

の申立期間①の標準報酬月額に係る記録を 16万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（15 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人の申立期間②における標準賞与額の記録は、厚生年金保険法第

75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎とならない記録と

されているが、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、特例

法に基づき、申立人の申立期間②の標準賞与額に係る記録を３万 3,000円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 20年４月 14日から同年９月１日まで 

             ② 平成 20年６月 25日 

申立期間①については、給料台帳どおりの厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたので確認願いたい。 

また、申立期間②については、給料台帳どおりの厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたので確認願いたい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②について、標準報酬月額及び標準賞与額（以下

「標準報酬月額等」という。）の相違について申し立てているが、特例法に基

づき、標準報酬月額等を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額及

び賞与額のそれぞれに基づく標準報酬月額等の範囲内であり、これらの標準報

酬月額等のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

  したがって、申立人の申立期間①における標準報酬月額は、当初 15 万円と

記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成

23年３月に 15万円から 16万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の

標準報酬月額（16 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（15 万

円）となっている。 

  しかしながら、Ａ事業所が提出した給料台帳から、申立期間①について、申

立人は、その主張する標準報酬月額（16 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間①に係る報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に

対し誤って提出し、また、当該期間に係る厚生年金保険料については、過少な

納付であったことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

  また、申立人の申立期間②における標準賞与額は、当該期間に係る保険料の

徴収権が時効により消滅した後の平成 23 年３月に５万円と記録されたところ、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記

録とされている。 

  しかしながら、Ａ事業所が提出した給料台帳において確認できる申立期間②

の保険料控除額から、当該期間に係る標準賞与額については、３万 3,000円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないことを認めていることから、これを履行していないと認められ

る。 

 

 



 

兵庫国民年金 事案 2458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 14 年４月の国民年金保険料については、学生納付特例により

納付猶予されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年４月 

    私は、20歳に達した平成 13年頃は大学生であり、遠方の大学に通ってい

たので、住民票のあったＡ市に住んでいなかった。そのため、学生納付特例

の申請手続は、学校の春休み中に実家に帰省したときに必ず私が行っていた。 

    記録を確認したところ、平成 14 年４月の記録が未納とされていることが

分かった。Ｂ年金事務所に問い合わせたところ、同年６月に学生納付特例を

申請しているので、その前月の同年５月から適用されているとの回答であっ

たが、当時、私は同年６月にＡ市に在住していないので、同月に申請するこ

とは考えられず、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、毎年、３月又は４月頃に学生納付特例の申請を行

っていたと主張している。 

しかしながら、申立人に係る平成 14年度の学生納付特例の申請は、平成 14

年６月 20 日付けであることから、申請のあった月の前月である同年５月から

の適用となったものと推定できる上、同年９月９日付けで申立人に対して納付

書を作成していることがオンライン記録で確認できることから、納付書作成時

点では、申立期間は国民年金保険料が未納となっていたものと推認でき、ほか

に申立人が申立期間の保険料を学生納付特例により納付猶予されていたこと

をうかがわせる周辺事情及び関連資料は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を学生納付特例により納付猶予され

ていたものと認めることはできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2459 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年８月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年８月から 50年３月まで 

ねんきん特別便を見ると、未納とされている期間があることが分かった

が、当時は、母親が兄の国民年金保険料と一緒に、私の保険料を婦人会の

集金人に、絶対に納めてくれていた。家は裕福だったし、私と同様に家業

を手伝っていた兄の年金記録は納付済みとなっているにもかかわらず、私

は未納となっている。母親は生前、「あんたの、保険料もちゃんと払って

あるから。」と言っていたことを私は聞いており、社会保険庁（当時）の

年金記録に納得できないので第三者委員会へ申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保

険料を申立人の兄の分と一緒に婦人会の集金人に納付してくれていたと主張

している。 

しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記

号番号は、前後の任意加入者の加入状況から、昭和 50年９月に払い出された

ものと推認できる上、Ａ市の被保険者台帳によると、国民年金被保険者資格

の取得に係る届出日は同年９月 26日と記録されており、この頃に国民年金の

加入手続が行われたものと推認できることから、この時点において、申立期

間のうち一部は既に時効により保険料を納付することはできず、48 年７月か

ら 50年３月までは過年度納付が可能であるものの、申立人から遡って納付し

たとの主張は無い。 

また、申立人の兄の国民年金手帳記号番号は、昭和 46 年 12 月に払い出さ

れていることから、申立期間について、申立人の兄自身は、国民年金保険料

を現年度納付することは可能であったが、Ａ市によると、集金人は国庫金と



 

なる過年度保険料を収納しなかったとしており、申立人の母親は、申立人及

びその兄について、申立期間の保険料を一緒に納付できなかったものと考え

られる。 

さらに、申立人及び申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、源泉徴収票等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2460 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年４月から 43年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 43年３月まで 

私は、高校を卒業後、両親が営む店の仕事に従事しており、その取引先

であるＡ町役場（現在は、Ｂ市役所）の職員から、私には「未納があるが、

今なら納付できる。」との説明を受け、昭和 45 年７月頃に、特例納付を利

用してＡ町役場で一括して納付した。 

ところが、ねんきん特別便を見ると、１年分を一括で納付した期間の記

録が未納とされており、納得できないので第三者委員会に申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ａ町役場の職員から未納期

間の保険料を遡って納められる制度があるとの説明を受け、昭和 45年７月頃、

同町役場で一括して納付したと主張している。 

しかしながら、特例納付制度による国民年金保険料は国庫金であるため、Ａ

町役場では収納することができないことから、申立内容と符合せず、特例納付

により保険料を納付した場合、その記録が記載される当時の国民年金被保険者

台帳である特殊台帳によると、申立期間は未納とされており、特例納付の記録

は確認できない。  

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2461 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年９月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年９月から 10年３月まで 

私が 20歳になった平成７年頃は大学生であり、経済的に余裕が無かった

が、国民年金保険料の納付書が送付されてきたので、遅れながらも納付して

いた。領収書は捨ててしまって所持していないが、申立期間について未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、送付されてきた納付書により、申立期間の国民年金保険料を納付

していたと主張している。 

しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の基礎年金番号は平

成 10 年１月に付番されており、オンライン記録において、同年金番号で申立

期間の保険料を納付した形跡は見当たらない上、当該時期からみて、申立期間

のうち、７年 11月以前は既に時効により保険料を納付できない期間である。 

また、申立人は、平成 10 年３月にＡ市に転居しているが、この時点では申

立期間のうち、平成９年度の国民年金保険料は現年度納付が可能であったもの

の、同市の国民年金収滞納一覧表を見ると、申立人の収納記録は見当たらず、

現年度納付されなかったものと推認される。 

さらに、申立人がＢ町（現在は、Ｃ町）に居住していた平成 12 年２月８日

付けで、申立人に対して国民年金保険料の過年度納付書が作成された記録が確

認できるものの、この時点では、９年 12 月以前の保険料は既に時効により納

付できず、10 年１月以降についても、オンライン記録で過年度納付された記

録は見当たらない。 

加えて、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、申立期間の保



 

険料を納付できる上記とは別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は

無い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断 

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2462 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年 12月から 61年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 12月から 61年５月まで 

私は、20 歳になったら国民年金に加入するよう母親に勧められて加入し

て以降、毎月欠かさず銀行で国民年金保険料を納付していた。申立期間の保

険料も納付しており、未納期間は無いはずであるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入して以降、申立期間を含め、毎月欠かさず銀行で

国民年金保険料を納付していたと主張している。 

しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 61 年５月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出

簿により確認できることから、この頃に国民年金の加入手続が行われたものと

推認でき、申立内容とは符合しない。 

また、上記の加入手続の時点では、申立期間の一部は、既に時効により国民

年金保険料を納付することができない期間である上、申立人からも遡って納付

したとの主張は無く、Ａ市の国民年金被保険者名簿の異動年月欄に「61.５」

と記載され、申立人は昭和 61 年６月から毎月保険料を納付していることが確

認できる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、氏名を複数の読み方で検索

したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当

たらない。 



 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2463 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年９月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年９月 

    私は昭和 63年９月＊日まで海外へ留学しており、62年４月までは日本で

給与が出ていたので、共済組合へ加入し、妻は３号被保険者だった。帰国後

の 63年９月 17日に、住民票等の手続のためＡ市役所へ行った際、同市国民

年金課の窓口で海外滞在中は国民年金を納めなくても良いが、帰国した９月

から納めるように言われた。10 月１日から就職が決まっていたので、９月

分だけ納付するように言われ、夫婦そろって国民年金保険料を１か月だけ納

付した。説明を受けたときに窓口で納付したか、後日納付書で納付したか定

かでないが、妻だけが納付済みになっており、同時に納付した私だけが未納

とされているのはおかしいと思うので、第三者委員会へ申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 63 年９月に帰国した際、住民票の異動届と同時に夫婦二人

の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を夫婦一緒に納付し

たと主張している。 

しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、平成２年４月 10 日に払い出されていることが国民年金手帳記号番号

払出簿より確認できる上、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿は同年４

月１日に作成され、同年３月１日付けで国民年金被保険者資格を取得した旨の

記載があることから、申立期間は国民年金に未加入であり、申立人は、申立期

間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

なお、申立人の妻は、Ａ市の国民年金被保険者名簿において、昭和 63 年９

月９日付けで国民年金被保険者資格を取得し、同年 10 月１日付けで同資格を

喪失していることが確認でき、申立期間の国民年金保険料は納付済みである。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた



 

ことをうかがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2464 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年３月から平成２年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年３月から平成２年２月まで 

    私が 20 歳になった頃、学生だった私に代わって両親が国民年金の加入手

続を行ってくれ、国民年金保険料についても、父が郵便局で納付してくれて

いた。しかし、年金記録を確認すると、申立期間が未加入期間とされており

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった頃、申立人の両親が国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料は、申立人の父親が毎月、郵便局で納付してくれていたと主張

している。 

しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる国民年金手帳記号番号は、

前後の国民年金第３号被保険者の処理状況から、平成６年７月頃に払い出され

たものと推認でき、申立内容とは符合しない上、オンライン記録によると、申

立期間は国民年金に未加入の期間であり、申立人の父親は、申立期間の保険料

を納付できなかったものと考えられる。 

また、申立人及びその父親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2465 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年１月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年１月から同年 12月まで 

    私は、平成７年 12 月末に勤務先を退職した後、母親から国民年金の話を

聞いたので、自身でＡ県Ｂ市役所において加入手続を行い、自宅に送付され

てきた納付書により、１年分の国民年金保険料を近所の金融機関で一括して

納めた覚えがある。８年１月中頃からＣ県でアルバイトとして勤務したが、

勤務期間を決めていなかったので、アルバイトに行く前に納付したと思う。

申立期間の納付記録が無いので、詳しく調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続を行い、平成８年１月頃に申立期間の国民年

金保険料をまとめて納付したと主張している。 

しかしながら、申立人が所持する年金手帳の国民年金の記録欄には、「被保

険者となった日 平成 11 年１月１日」と記載されている上、Ｂ市の国民年金

被保険者名簿の資格記録欄にも、最初の資格取得日として同日が記録されてい

ることから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、申立人は、申立期間

の国民年金保険料を納付できなかったものと考えられる。 

なお、申立人は、平成 11 年１月及び同年２月の国民年金保険料を同年４月

28日に納付していることがオンライン記録により確認できる。 

また、上記の国民年金の記録は、平成９年２月に付番された基礎年金番号に

より管理されていることから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付する

ためには、同年金番号とは別に国民年金手帳記号番号が払い出されていること

が必要であるが、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより複数の読み

名（旧姓を含む）で検索を行うも、申立人に対して同手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情は見当たらない。 



 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2466 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年 10月から 48年 10月までの期間、49年２月から 50年３

月までの期間及び 59 年 10月から 60年１月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年 10月から 48年 10月まで 

             ② 昭和 49年２月から 50年３月まで 

             ③ 昭和 59年 10月から 60年１月まで 

    私は 20 歳の頃に学生であったが、母親がＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入

手続を行ってくれ、国民年金保険料を納付してくれていた（申立期間①及び

②）。 

    また、私はＣ社を退職後、自分自身で金融機関の窓口で保険料を納付して

いた（申立期間③）。 

    私が 55歳から 56歳になった頃、年金記録問題が起こり、不安に思ったの

で、社会保険事務所（当時）で私の年金記録を調べてもらったところ、申立

期間の納付記録が無いことを知り、大変驚いた。詳しく調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳（昭和 43年＊月）の頃に申立人の母親が国民年金の加入手

続を行い、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付してくれ、また、Ｃ社を

退職後、申立人自身が申立期間③の保険料を金融機関の窓口で納付していたと

主張している。 

しかしながら、申立期間①及び②について、国民年金保険料納付の前提とな

る申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51年 10月頃に払い出されているこ

とが前後の任意加入被保険者の資格取得日から確認できることから、この頃に

申立人の加入手続が行われたものと推認され、申立内容と符合しない上、この

時点で当該期間の保険料を納付するには、特例納付及び過年度納付によること

となるが、特例納付が実施されていた時期ではなく、申立人から遡って納付し

たとの主張は無い。 

また、申立期間③について、当時、申立人が居住していたＤ市において申立

人に係る国民年金被保険者名簿は無く、同市において国民年金に加入していた



 

形跡は見当たらないことから、当該期間は国民年金に未加入の期間であり、申

立人は、国民年金保険料を納付できなかったものと考えられる。 

さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人の母親及び申立人が申立期間

①、②及び③の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2467 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50年４月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から 52年３月まで 

    昭和 50 年４月頃に勤務先の会社が倒産し、私の妻がＡ市役所で夫婦の国

民年金の加入手続を行い、年金手帳を受け取った。国民年金保険料は、金融

機関の窓口で、妻が毎月、納付書に現金を添えて夫婦二人分を納付しており、

妻から領収書を受け取った記憶もあるので、申立期間が未納とされているこ

とに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年４月頃、申立人の妻が夫婦の国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料も、申立人の妻が毎月、納付していたと主張している。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年９月に夫婦連番で

払い出されていることが確認でき、申立人夫婦は、この頃に国民年金の加入手

続を行ったものと推認できることから、申立内容とは符合しない。 

また、上記加入手続の時点において、申立期間のうち一部は既に時効により

国民年金保険料を納付することはできず、昭和 50 年７月以降の保険料につい

ては過年度納付が可能であるが、申立人の妻に、遡って保険料を納付したとす

る主張は無く、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、申立期

間が過年度納付された記録も見当たらない。 

さらに、申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2468 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年６月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年６月から 52年３月まで 

    昭和 50 年４月頃に夫の勤務先の会社が倒産し、私がＡ市役所で夫婦の国

民年金の加入手続を行い、年金手帳を受け取った。国民年金保険料は、金融

機関の窓口で、私が毎月、納付書に現金を添えて夫婦二人分を納付しており、

領収書を受け取った記憶もあるので、申立期間が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年４月頃、申立人が夫婦の国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を、毎月、納付していたと主張している。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年９月に夫婦連番で

払い出されていることが確認でき、申立人夫婦は、この頃に国民年金の加入手

続を行ったものと推認できることから、申立内容とは符合しない。 

また、上記加入手続の時点において、申立期間のうち一部は既に時効により

国民年金保険料を納付することはできず、昭和 50 年７月以降の保険料につい

ては過年度納付が可能であるが、申立人に、遡って保険料を納付したとする主

張は無く、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、申立期間が

過年度納付された記録も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2469 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年１月から８年２月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月から８年２月まで 

    私は、国民年金の加入手続を行った記憶は無いが、平成６年に納付書が届

いて以降、金融機関で、３か月ごと又は１年分の保険料を納付した。それ以

前の期間については、遡って納付したのに未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成６年に納付書が届き、以降の国民年金保険料を納付し、その

後、20歳までの保険料も遡って納付したと主張している。 

しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、前後の国民年金被保険者の記録により、平成８年３月頃に払い出され

たものと推認できることから、平成６年に納付書が届いたとする申立内容とは

符合しない。 

また、上記手帳記号番号の払出しの時点において、申立期間のうち、平成６

年１月以前は既に時効により国民年金保険料を納付することはできず、同年２

月から７年３月までは過年度納付が可能であるが、オンライン記録及びＡ市の

国民年金過年度収滞納一覧表において、当該期間は未納であることが確認でき

る上、同年４月から８年２月までは現年度納付が可能であるが、同市の平成７

年度の収滞納一覧表において、当該期間が現年度納付された記録は見当たらな

い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2470 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年２月から 42年 12 月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年２月から 42年 12月まで 

私は、昭和 41年２月１日から 43年３月１日までの間はＡ社に勤務してい

たが、申立期間の国民年金保険料を納付していた。申立期間の国民年金保険

料については還付されたとされているが、還付された記憶も無いので、調査

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付したが、還付は行われていない

と主張している。 

しかしながら、申立人が所持する国民年金手帳の国民年金印紙検認記録欄の

検認印により、申立期間の国民年金保険料が納付されていることが確認できる

ものの、申立人は、昭和 41 年２月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得

したことに伴い、国民年金被保険者資格を喪失し、申立期間は国民年金の未加

入期間である。 

また、申立期間に係る還付整理簿によると、資格喪失を還付事由として、申

立期間の 23か月分（3,500円）を昭和 43年 12月 28日付けで還付決定し、44

年２月 24 日付けで 3,500 円の還付金が支払われた記載が確認できる上、申立

人が所持する国民年金手帳の昭和 42 年度国民年金印紙検認記録欄には、昭和

43 年１月の欄の検認印が消去され、申立期間該当部分に「還付済」の記載が

認められるなど、申立期間の国民年金保険料の還付に係る事務処理に不自然な

点はうかがえない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 



 
 

 

兵庫国民年金 事案 2471 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年 12月から 43年９月までの期間、43年 10月から 44年３

月までの期間、45 年 10 月から同年 12 月までの期間、平成７年１月及び同年

２月並びに８年２月の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 12月から 43年９月まで 

② 昭和 43年 10月から 44年３月まで 

③ 昭和 45年 10月から同年 12月まで 

④ 平成７年１月及び同年２月 

⑤ 平成８年２月 

    私が 20歳になった昭和 38年＊月頃、｢国民年金に加入するように。｣と勧

められ、国民年金の加入手続を区役所で行った。加入当初は、同じ職場で働

いていた結婚前の妻とその妻の姉と一緒に国民年金保険料を集金人に納付

していた。結婚後は、妻が夫婦二人分の保険料を一緒に納付してくれていた

（申立期間①、②及び③）。 

    ところが、私の年金記録を確認したところ、20 歳からの期間を含め、保

険料の口座振替を行っていた期間（申立期間④及び⑤）についても未納があ

ることを知らされた。納得できないので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳になった昭和 38年＊月頃に国民年金の加入手続を行い、同

じ職場で働いていた婚姻前の妻も、39年＊月に 20歳となり国民年金に加入し

たので、その後は一緒に、申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付し、

申立期間④及び⑤の保険料は口座振替で納付していたと主張している。 

しかしながら、申立期間①、②及び③について、国民年金保険料納付の前提

となる申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人夫婦共に昭和 42 年５月に払

い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿で確認できることから、こ



 
 

 

の頃に加入手続が行われたものと推認され、申立内容とは符号しない上、当該

期間の保険料を納付するためには、現年度納付、過年度納付及び特例納付によ

ることとなるが、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において納付記

録は見当たらず、申立人から遡って保険料を納付したとの主張も無い。 

また、申立期間①、②及び③において、一緒に国民年金保険料を納付してい

たとする申立人の妻は、昭和 39 年５月から 45 年 12 月までの間に、保険料の

納付が確認できるのは、所持する国民年金手帳に印紙検認記録欄に押印がある

43 年 10 月から同年 12 月までであり、これは特殊台帳の記録とも一致するこ

とから、申立人は、その妻と一緒に申立期間①、②及び③の保険料を納付して

いたものとは考え難く、申立人の妻の姉も、当該期間において保険料を納付し

た記録は見当たらない。 

さらに、申立期間④について、災害直後の時期であり、金融機関で国民年金

保険料の口座振替が行われなかったことから、申立人夫婦共に当該期間に係る

納付書が発行されていることが確認できるものの、申立人の妻は、平成７年

10 月に厚生年金保険の被保険者となったことから、同月分の国民年金保険料

が同年１月の保険料として８年７月に充当処理されていることがオンライン

記録により確認でき、当該時点まで申立期間④の保険料が未納であったものと

推認できる上、申立人から当該期間の保険料を遡って納付したとの主張は無い。 

加えて、申立期間⑤について、申立人は、当該期間の前後において、Ａ市の

国民年金収滞納一覧表及び申立人の妻の金融機関の口座の取引履歴で口座振

替により国民年金保険料を納付していることが確認できるものの、その金融機

関の「普通預金取引明細書」では、当該期間に係る納付記載は無い上、同収滞

納一覧表において、口座振替できなかった当該期間に係る納付書が発行されて

いることが確認できるが、申立人から、当該期間の保険料を納付書により納付

したとの主張は無い。 

このほか、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別

の国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人及びその妻が申立期間①、

②、③、④及び⑤の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断 

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



 
 

 

兵庫国民年金 事案 2472 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年５月から 43年９月までの期間、44年１月から 46年３月

までの期間、平成７年２月並びに 11 年２月及び同年３月の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年５月から 43年９月まで 

② 昭和 44年１月から 46年３月まで 

③ 平成７年２月 

④ 平成 11年２月及び同年３月 

    私は、姉や親族を頼ってＡ県を出て、Ｂ市で職に就いていたが、20 歳か

ら国民年金に加入するように勧められ、事業所の事務員が私に代わって加入

手続をＣ区役所で行ってくれた。国民年金保険料の納付は、一緒に同じ職場

で働いていた姉と、後に結婚することになる夫と一緒に集金人に払っていた。

結婚後は、私が夫婦二人分の保険料を一緒に納付していた。（申立期間①及

び②） 

    ところが、私の年金記録を確認したところ、20 歳からの期間を含め、保

険料の口座振替を行っていた期間（申立期間③及び④）についても未納があ

ることを知らされた。納得できないので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳になった昭和 39年＊月頃に国民年金に国民年金の加入手続

を行い、同じ職場で働いていた婚姻前の申立人の夫も、38年＊月に 20歳とな

り国民年金に加入していたので、その後は一緒に、申立期間①及び②の国民年

金保険料を納付し、申立期間③及び④の保険料は口座振替で納付していたと主

張している。 

しかしながら、申立期間①及び②について、国民年金保険料納付の前提とな

る申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人夫婦共に昭和 42 年５月に払い出

されていることが国民年金手帳記号番号払出簿で確認できることから、この頃



 
 

 

に加入手続が行われたものと推認され、申立内容とは符合しない上、当該期間

の保険料を納付するためには、現年度納付、過年度納付及び特例納付によるこ

とになるが、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において納付記録は

見当たらず、申立人から遡って保険料を納付したとの主張も無い。 

また、申立期間①及び②において、申立人の国民年金保険料の納付記録が確

認できるのは、所持する国民年金手帳に印紙検認記録欄に押印がある 43年 10

月から同年 12 月までであり、これは特殊台帳の記録とも一致する上、同台帳

において、一緒に保険料を納付していたとする申立人の夫の納付記録が確認で

きるのは、44 年４月から 45 年９月までの期間及び 46 年１月から同年３月ま

での期間であり、申立人は、その夫と一緒に申立期間①及び②の保険料を納付

していたものとは考え難く、申立人の姉も当該期間について保険料を納付した

記録は見当たらない。 

さらに、申立期間③について、災害直後の時期であり、金融機関で国民年金

保険料の口座振替が行われなかったことから、申立人夫婦共に当該期間に係る

納付書が発行されていることが確認できるものの、申立人は、平成７年 10 月

に厚生年金保険の被保険者となったことから、同月分の国民年金保険料が申立

期間直前の期間である同年１月の保険料として８年７月に充当処理されてい

ることがオンライン記録により確認でき、当該時点まで申立期間③の保険料は

未納であったものと推認できる上、申立人から当該期間の保険料を遡って納付

したとの主張は無い。 

加えて、申立期間④について、申立人名義の口座の取引履歴では、平成 11

年３月１日及び同年３月 29 日に一人分の保険料が上記口座から振替されてい

ることが確認でき、同年１月 27 日、同年４月 27 日、同年５月 27 日及び６月

28 日にも、同口座から一人分の保険料が振替されているところ、申立人は、

同年１月は厚生年金保険の加入期間である上、同年４月から同年 11 月までの

保険料は、同年 12月 28日に納付していることが確認できることから、当該口

座による納付記録は、申立人の夫一人分の納付記録であったことがうかがえる。 

このほか、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別

の国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人が申立期間①、②、③及び

④の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断 

  すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること 

はできない。 



 
 

 

兵庫国民年金 事案 2473 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年１月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年１月から 61年３月まで 

私は、昭和 57 年１月に個人事業者となるので、56 年 12 月頃、妻がＡ市

役所Ｂ支所で私の国民年金の加入手続を行い、毎月市役所から送付されてく

る納付書によって、金融機関で、妻が夫婦の保険料を一緒に納付してくれて

いたのに、私だけが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 56年 12月頃、申立人の妻がＡ市役所Ｂ支所で国民年金の加

入手続を行い、夫婦二人の国民年金保険料を一緒に納付してくれていたと主張

しており、関連資料として、昭和 60年度の銀行勘定帳を提出している。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年５月に払い出され

ていることが確認でき、この頃に申立人の国民年金の加入手続が行われたもの

と推認できることから、申立内容とは符合しない。 

また、上記払出しの時点では、申立期間の一部は既に時効により国民年金保

険料を納付することはできず、昭和 59 年４月以降の保険料は、過年度納付が

可能であるものの、オンライン記録では未納であることが確認できる。 

さらに、申立人から提出のあった銀行勘定帳の記載を見ると、昭和 60 年度

７月、９月、12 月及び３月に「国民年金保険 ２万 220 円」の記載が確認で

き、当該金額は、同年度の３か月分の国民年金保険料額と一致するものの、申

立人の妻は、同年度の保険料を期別に納付しており、当該記載は、その妻の保

険料納付に関するものと考えるのが自然である上、ほかに申立人が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



 
 

 

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 
 

 

兵庫国民年金 事案 2474 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年９月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年９月から 51年３月まで 

私は、20 歳前から実家を離れて働いており、時期ははっきりしないが、

母親が、地元の町役場で私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料を３回ぐらいに分けて遡って納付したと聞いているので、申立期間

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、時期は定かでないが、申立人の母親が国民年金の加入手続を地元

の町役場で行い、申立期間の国民年金保険料を３回ぐらいに分けて納付してく

れていたと主張している。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53年 10月に払い出され

ている上、Ａ市の国民年金被保険者名簿に「53 年９月７日手帳交付 加入も

れ」の記載が確認できることから、申立人の母親は、この頃に国民年金の加入

手続を行ったものと推認でき、この時点では、申立期間は既に時効による納付

期限を経過しており、申立人の母親は、申立期間の保険料を納付できなかった

ものと考えられる。 

なお、申立人の所持する年金手帳のはじめて被保険者となった日に昭和 48

年９月＊日の記載があるが、その日は、国民年金の被保険者資格を取得した日

であることを示すものであり、以降の保険料納付の事実を示すものではない。 

また、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳及び上記Ａ市の国民年金

被保険者名簿のいずれにおいても、申立期間については、未納期間となってい

ることが確認できる上、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険



 
 

 

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 
 

 

兵庫国民年金 事案 2475 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 39年５月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 18年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 39年５月から 51年３月まで 

        いつ頃のことか定かではないが、同居していた両親が、私の国民年金の加

入手続をしてくれたと思うが、詳しいことは分からない。 

    また、私は、いつ頃のことか覚えていないが、父親から、「年金に入って

いるよ。」と聞いたことがあり、申立期間の国民年金保険料を両親が納付し

てくれていたと考えており、結婚後は、妻の保険料も一緒に納付してくれて

いたと思う。申立期間について保険料の納付記録が無く、未納とされている

ことについて、もう一度よく調べてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その両親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険

料を納付してくれていたと申し立てている。 

しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、夫婦連番で昭和 51年 11月に払い出されていることが国民年金手帳記

号番号払出簿で確認できることから、この頃に夫婦の加入手続が行われたもの

と推認され、この加入時点では、申立期間の一部は既に時効により保険料を納

付できない期間である。 

また、申立期間の一部の国民年金保険料を過年度納付することが可能であっ

たものの、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、当該期間に

係る申立人及びその妻の過年度納付の記録は見当たらず、申立人からも保険料

を遡って納付したとする主張は無い。 

さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人の両親及び申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は



 
 

 

無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 3681                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年９月２日から４年７月 31日まで 

 入社当時の標準報酬月額が 20 万円になっているが、入社した時から退職

する時まで給与額に変動は無く 30 万円であったので、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務した申立期間における標準報酬月額が当時支給された

給与額より低額となっている旨を主張しているが、同社は申立期間に係る給与

額を確認できる賃金台帳等の資料を保管していないため、申立人の申立期間に

おける給与額及び保険料控除額等を確認することができない。 

また、申立期間にＡ社において厚生年金保険被保険者記録が確認できる元従

業員 16 人に同社の厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、３人から

回答があったものの、申立人の申立期間に係る保険料の控除について具体的な

証言を得ることができない。 

さらに、当該事業所における申立人のオンライン記録を確認しても、標準報

酬月額が遡及して訂正されている等の不自然な点は見当たらない。 

加えて、申立人は申立期間の標準報酬月額はオンライン記録より高かったと

主張しているところ、申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる給与

明細書等を保有していないことから、申立期間の控除額を確認することができ

ない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 

兵庫厚生年金 事案 3682                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の、申立期間に係る年金記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年６月７日から 49年３月 11日まで 

 Ａ社で勤務した期間について、厚生年金基金の記録は一時金を受給したこ

とになっているのに、厚生年金保険の記録は脱退手当金を受給していない記

録となっている。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社で勤務した期間について、厚生年金基金の記録は一時金を

受給したことになっているのに、厚生年金保険の記録は脱退手当金を受給して

いない記録となっている。」と主張しているところ、申立人は、Ｂ社会保険事

務所（当時）の受付印（昭和 49年４月 17日）が確認できる、Ａ社に係る脱退

手当金の裁定請求書の原本を所持しており、このことについて、Ｃ事務センタ

ーは、「受け付けた後、何らかの理由により請求書を本人に返戻し、その後再

提出されなかったと考えられる。」と回答している。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の欄には「脱」

の表示は無い。 

さらに、Ｄ企業年金基金については、特別脱退一時金の支給がされているも

のの、当該一時金と、厚生年金保険の脱退手当金との一体性は無く、請求先も

それぞれ異なっていたことから、一方の支給記録のみが確認できることについ

て不自然とまでは言い難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、脱退手

当金を受給したとは認められず、したがって、申立期間に係る記録の訂正を認

めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3683 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険第三種被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②及び③について、厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 12年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 19年６月１日から 21年６月１日まで 

② 昭和 21年 12月５日から 23年１月まで 

③ 昭和 26年１月から同年９月 26日まで 

私の夫は、昭和 16 年４月からＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務していたが、

兵役期間中の昭和19年６月から21年６月までの期間だけが第一種被保険者

となっているので、第三種被保険者に訂正してほしい（申立期間①）。 

また、復員後もＡ社で勤務していたのに、昭和 21 年 12 月５日から 23 年

１月までの期間（申立期間②）と、26年１月から同年９月 26日までの期間

（申立期間③）の厚生年金保険被保険者記録が無いのは納得できない。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め      

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、厚生労働省から提出された外征部隊所属者の留守

関係事項を記録した留守名簿によると、申立人は、昭和 19年３月 28日に入

隊し、21 年６月４日に除隊しており、申立期間①は兵役期間中であること

が確認できるところ、Ｂ社から提出された厚生年金保険被保険者資格喪失届

の控えによると、申立人は、申立期間①の前後の期間は厚生年金保険の第三

種被保険者とされているが、申立期間①は第一種被保険者に変更されている

ことが確認できる。 

  また、Ｂ社の人事担当者は、「関係書類が保存されていないため、兵役に



 

就いた場合の厚生年金保険の被保険者種別に関する取扱いは不明である。」

と回答している上、オンライン記録によると、申立人同様、Ａ社に在籍中に

兵役に就いたとする元同僚は、兵役期間の前後の期間は第三種被保険者とさ

れ、兵役期間中のみ第一種被保険者に変更されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①に係る第三種被保険者としての厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険第三種被保険者として、申立期間①に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

２ 申立期間②及び③については、当該期間にＡ社において厚生年金保険被保

険者記録が確認できる元同僚に照会したが、いずれも申立人を記憶しておら

ず、申立人が申立期間において同社に在籍していたことが確認できない。 

また、Ｂ社から提出された厚生年金保険被保険者資格喪失届の控えによる

と、申立人は、昭和 21年 12月５日に同社での被保険者資格を喪失している

ことが確認できる上、同社の人事担当者は、「申立人については、昭和 21

年 12月に当社を退職した後、26年９月に再度雇用されるまでの間は、当社

に在籍していた記録が無い。」と回答している。 

  このほか、申立人が申立期間②及び③に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与

から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判 

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②及び③に係る 

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めること 

はできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3684                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年６月６日から同年 12月 30日まで 

② 昭和 49年 11月１日から 52年３月１日まで 

私は、Ａ社Ｂ工場を昭和 47年４月に退職した時には脱退手当金を受給し

た記憶はあるが、申立期間①及び②については脱退手当金を受給した記憶は

無い。調査の上、年金記録の訂正をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①前に勤務した期間の脱退手当金を申立期間①前に受給

したと主張しているが、申立期間①前に脱退手当金の支給記録は無い上、申立

人が脱退手当金の受給を認めている期間と申立期間①及び②は、同じ厚生年金

保険被保険者記号番号で管理されていることが確認できるところ、申立人が所

持している当該番号の被保険者証には脱退手当金を受給したことを示す「脱」

の表示が確認できる。 

また、上記番号で管理されていた全ての期間について、脱退手当金の計算の

基礎とされている上、当該脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても申立期間①及び②を含む脱退手当金を受給し

たことを疑わせる事情も見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3685                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 19年 10月１日から 21年３月 31日まで 

          ② 昭和 23年１月１日から 26年６月 23日まで 

 私は、Ａ事業所を退職した際に一時金を受給した記憶は無い。調査の上、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、申立期間について、女

子特別附加脱退手当金を含む脱退手当金が支給されたことを示す記載が確認

できる上、同台帳に記載されている脱退手当金の支給金額及び支給年月日はオ

ンライン記録と一致している。 

また、申立期間に係る脱退手当金の支給決定日（昭和 26年７月 10日）当時

は通算年金制度創設前であり、年金を受給するためには厚生年金保険に 20 年

以上加入する必要があったことから、申立期間に係る事業所を退職する時点で

厚生年金保険の加入期間が４年 10 か月であり、その後相当期間厚生年金保険

への加入記録が無い申立人が脱退手当金を受給することについての不自然さ

はうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3686 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年３月 25日から 45年４月 25日まで 

私は、昭和 44年３月 25日から 45年４月 25日までの間、Ａ県Ｂ郡Ｃ町に

あったＤ社Ｅ支店Ｃ作業所で継続して勤務していたと記憶しているが、申立

期間の厚生年金保険被保険者記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間は、Ａ県Ｂ郡Ｃ町にあったＤ社Ｅ支店Ｃ作業所におい

て、Ｆ工事現場事務所の事務補助として勤務した。」と主張しているところ、

申立人が姓を記憶する元従業員の一人が「Ｂ郡のＦ工事現場事務所において、

申立人が勤務していたと思う。」と証言していることから、勤務期間は特定で

きないものの、申立人がＢ郡にあったＦ工事現場事務所において勤務していた

ことは推認できる。 

しかしながら、Ｄ社Ｇ支店は「当社が保管する従業員台帳に申立人の氏名は

確認できない。」と回答しており、申立人の申立期間における勤務実態等につ

いて確認することができない上、オンライン記録によると、上記の元従業員が

同社に係る厚生年金保険被保険者資格を取得したのは、申立期間後の昭和 46

年 10月であり、当該元従業員は、「私は 46年 10月に採用されたとき、別の現

場に配属され、その後、Ｂ郡のＦ工事現場事務所に異動した。」と証言してお

り、44年３月から 45 年４月まで勤務したとする申立人の主張と一致しない。 

また、申立人によると、申立人にＤ社の仕事を紹介したとする地元の区長は

既に死亡したとしており、申立人が同社Ｅ支店Ｃ作業所長であったとする者に

ついても同社に係る被保険者記録を確認できず、当該作業所長と同姓の従業員

も死亡していることから、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間当時に被保険者資格を有し連絡先が判明した元従業員 16 人に



 

照会したところ、回答のあった 12 人のうち４人が、申立人と同じＥ支店に勤

務したと証言しているものの、申立人を記憶している者はおらず、申立人の申

立期間における勤務実態に関する証言が得られない。 

さらに、申立期間当時、Ｄ社において社会保険事務を担当していたとする者

は、「社会保険の届出等の事務処理は本社が一括して行っていた。会社が雇用

した場合は、原則、厚生年金保険に加入させていたが、アルバイト職員及び臨

時採用者は厚生年金保険には加入させていなかった。」と証言している上、現

場の作業所で勤務したとする複数の元従業員は、「採用後、すぐには厚生年金

保険に加入していない。」と証言していることから、同社では、全ての従業員

を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかが

える。 

加えて、上記の被保険者名簿において、申立期間に申立人の氏名は確認でき

ない上、健康保険番号に欠番は無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる

不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3687 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年４月１日から同年９月１日まで 

私は、昭和 23年４月１日に親戚が専務を務めていたＡ社に入社し、25年

７月末まで仕事をした。しかし、最初の５か月間の年金記録が無い。調査の

上、記録を回復してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由   

申立人は、「昭和 23 年４月１日からＡ社に勤務していた。」と主張してい

る。 

しかしながら、申立期間にＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、厚生年金保険被保険者記録を有し、所在が確認できた元従業員７人

に、申立人の勤務実態について照会し、５人から回答を得たものの、申立人が

申立期間に同社に勤務し、給与から厚生年金保険の保険料を控除されていたこ

とをうかがわせる証言は得られない。 

また、上記回答のあった元同僚５人のうちの１人は、「私は、昭和 22年３

月５日頃から勤務したが、国の記録では、厚生年金保険の資格取得日は同年６

月１日となっている。当時は、社会保険に入るかどうかは自由であった。」と

証言している。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び厚生年金

保険被保険者台帳記号番号払出簿によると、申立人は、昭和 23 年９月１日に

資格を取得していることが確認でき、当該旧台帳及び払出簿に不自然な点は見

当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年

金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3688 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 27年５月１日から同年７月１日まで 

私は、Ａ社に勤務していた時、Ｂ社のＣ氏から「Ｂ社で是非仕事をしてほ

しい。」と電話があり、昭和 27 年５月１日からＢ社に勤務したが、厚生年

金保険被保険者記録が同年７月１日からしかないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 27 年７月１日からではなく、同年５月１日からＢ社に勤

務していたにもかかわらず、厚生年金保険被保険者記録が欠落している。」と

主張している。 

しかし、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に

被保険者資格を有する 46 人のうち、連絡先の判明した８名に照会し、６名よ

り回答を得たが、全員が、「申立人が勤務していたことは記憶しているが、勤

務を始めた時期については覚えていない。」と証言しており、申立人の勤務期

間を特定することができない。 

また、Ｄ社に照会したが、「当時のことは分からない。」と回答しており、

申立人の厚生年金保険の加入状況について確認できない。 

さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、Ｂ社が昭和

27 年３月１日に新規適用事業所になって以降の厚生年金保険被保険者の資格

取得日をみると、同日に同資格を取得している被保険者は 29 人、同年７月１

日に同資格を取得している被保険者は 17 人確認できるが、同年３月２日から

同年６月 30日の間に同資格を取得している被保険者は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

 



 

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により控除されていたことを認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3689 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成９年１月 31日から同年２月１日まで 

私は、Ａ社を平成９年１月 31日付けで辞表を提出して退職したので、厚

生年金保険被保険者資格喪失日は同年２月１日であるはずである。しかし、

国（厚生労働省）の記録では、資格喪失日は平成９年１月 31 日となってい

るので、記録を訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「年金記録では、平成９年１月 31 日に資格を喪失したとされて

いるが、私は、Ａ社に同日まで勤務し、同日付けで同組合を退職した。」と主

張している。 

しかしながら、申立人が所持している厚生年金基金に係る年金支給義務承継

通知書及び健康保険組合の申立人の記録により、厚生年金基金及び健康保険組

合における申立人の資格喪失日は平成９年１月 31 日であることが確認できる

上、Ａ社は、「厚生年金基金及び健康保険組合に提出する届出書は、厚生年金

保険の届出書との複写式である。」と回答していることから、当該年金基金及

び健康保険組合に提出されたものと同一のものが社会保険事務所（当時）に提

出されたものと考えられる。 

また、申立人に係る雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社における離

職日は平成９年１月 30日であることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3690 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年４月１日から 48年 10月２日まで 

             ② 昭和 49年２月 25日から同年９月 17日まで 

             ③ 昭和 50年２月 20日から同年５月２日まで 

私は、Ａ丸に昭和 47年４月１日から 50年５月１日まで継続して乗船して

いたにもかかわらず、申立期間の年金記録が途中で欠落しているので調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は船員手帳を所持していない上、Ａ丸に乗船

していた複数の元同僚に照会しても、申立人が申立期間①において同船舶に乗

船していたことが確認できない。 

また、Ａ丸の元同僚の一人は、「昭和 49 年の秋から乗船したが、すぐには

船員保険に加入させてもらえなかった。」と証言しているところ、同船舶の所

有者に係る船員保険被保険者名簿によると、上記元同僚は、51 年６月１日に

船員保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 

申立期間②及び③については、Ａ丸の元同僚は、申立人がＡ丸に乗船してい

たことを証言しているものの、申立人の勤務期間の特定はできない。 

また、Ａ丸の複数の元同僚は、「禁漁期間の関係で、毎年、１月か２月頃か

ら一定期間は漁に出られなかった。」と証言しているところ、オンライン記録

によると、申立期間②の始期である昭和 49年２月 25日には船員保険被保険者

５人中４人（申立人を含む。）が、申立期間③の始期である 50 年２月及びそ

の前月には被保険者６人中５人（申立人を含む。）が資格喪失していることが

確認できる。 

さらに、Ａ丸の所有者に係る船員保険被保険者名簿の申立人の欄には、被保



 

険者資格の喪失に伴って健康保険証を返納したことを表す「証返 49.3.27」及

び「証返 50.2.27」の記載が確認できる。 

申立期間①、②及び③については、Ａ丸の所有者が所在不明であるため、申

立人の申立期間における船員保険の加入状況及び保険料控除について確認す

ることができない。 

このほか、申立人が申立期間①、②及び③の船員保険料を事業主により給与

から控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が船員保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る船員保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3691 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年 12月 30日から 62年１月１日まで 

私は、Ａ社を昭和 61年 12月末で退職し、同月の厚生年金保険料が給与か

ら控除されていたと記憶しているが、国（厚生労働省）の記録によると、同

月の加入記録が欠落していた。 

会社の手続に過誤があった可能性もあるので詳しく調査の上、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人の退職願及び雇用保険の加入記録から、申立人の

同社における退職日は昭和 61年 12月 29日であることが確認できる。  

 また、Ａ社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格

喪失確認通知書の写しから、同社は、申立人が昭和 61年 12 月 30 日付けで被

保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し提出したこと

が確認できる。 

 さらに、Ａ社は、「申立人の資格喪失日が昭和 61年 12月 30日であるため、

同月の厚生年金保険料を申立人の給与から控除していないと思われる。」と回

答している。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 3692  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年７月 26日から 44年３月１日まで 

私は、昭和 42年３月に高校を卒業後、間もなく知人の紹介でＡ社（現在

は、Ｂ社）に入社し、44 年２月末まで勤務したが、43 年７月 26 日から 44

年２月末までの厚生年金保険被保険者記録が欠落していることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 42年３月 27日にＡ社に入社し、44年２月末まで勤務した

が、同社に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日が 43年７月 26日となってお

り、申立期間の被保険者記録が無い。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は、申立人の被保険者資格喪失日と同日の昭和 43 年７

月 26 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間は同社が

厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後の期間である。 

また、Ｂ社は「災害のため当時の資料は何も残っておらず、当時の事務担当

者も既に死亡しているため、当時の状況は不明である。」と回答しており、申

立人の申立期間当時の勤務実態及び厚生年金保険の加入状況等について確認

できない。 

さらに、申立人は、元同僚の氏名を記憶していない上、Ａ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者原票において、申立人と同日の昭和 43年７月 26日に資

格を喪失した元従業員のうち、連絡先が判明した女性 17人に照会したところ、

回答のあった 11 人のうち５人は「資格喪失日以降も同社で勤務した。」と供

述しているものの、申立人を記憶する者はおらず、申立人の申立期間当時の勤

務実態に係る証言が得られない。 

さらに、上記の被保険者資格喪失日以降も勤務していたとする元従業員５人



 

のうちの１人は、「会社の誰から聞いたのか覚えていないが、途中で厚生年金

保険の加入を止めると聞いたので、国民年金に加入した。会社が厚生年金保険

を止めてからは、給与から同保険料を控除されていない。」と供述している上、

オンライン記録によると、当該元従業員は、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失月の翌月の 43 年８月以降の国民年金保険料を納付していることが確

認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3693 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 23年５月頃から 25年３月頃まで 

私は、昭和 23年５月頃から 25年３月頃まで、Ａ市に所在したＢ社に勤務

していたと記憶しているにもかかわらず、当該期間の厚生年金保険被保険者

記録が全て無いとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間にＢ社に勤務していた。」と主張しているところ、申

立人が記憶する複数の同僚が同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において確認できること、及び申立人の義姉の供述から、申立人の勤務期間は

特定できないものの、同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、オンライン記録において、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所

となった日は確認できないものの、Ｃ事務センターは、「同社が厚生年金保険

の適用事業所となった日を確認できる資料はないが、同社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、昭和 23年７月 22日に資格取得者が確認でき

ることから、この日が新規適用日ではないかと考える。」と回答しており、こ

のことから判断すると、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは同日で

あることが推認でき、申立期間のうち、同年５月頃から同年７月 22 日までの

期間については、同社が厚生年金保険の適用事業所となる前の期間である上、

同社の新規適用日において被保険者資格を取得している整理番号１から８番

までについては、同年８月に厚生年金保険台帳記号番号が連番で払い出されて

いるが、その中に申立人の氏名は確認できない。 

また、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同社の所

在地を管轄する法務局に商業登記に係る記録も無いことから、申立期間当時の

事業主及び同社の役員等の所在は不明であり、申立人の厚生年金保険の加入状



 

況について確認できない。 

さらに、申立人が記憶する同僚は既に死亡していることから、Ｂ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿から所在の判明した同僚一人に対し照会を

行ったものの、「申立人のことは覚えていない。」と供述しており、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の

氏名は確認できない上、同名簿の整理番号には欠番は無く、申立人の記録の欠

落をうかがわせる事情等は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 3694 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年９月１日から 22年４月１日まで 

             ② 昭和 23年 12月 31日から 24年２月 15日まで 

    私は、昭和 18年５月から 24年２月 15日までの期間、Ａ社に継続して勤

務していた。しかし、20年９月１日から 22年４月１日までの期間（申立期

間①）及び 23年 12 月 31日から 24年２月 15日までの期間（申立期間②）

の厚生年金保険の加入記録が無い。詳しく調査して、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、複数の元同僚が申立人の在籍を証言していること

から、申立人は、当該期間において、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、複数の元同僚が終戦と同時に工場が休止したと証言しているとこ

ろ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の摘要欄には、「20.９.

１ 事業所廃止」「20.12.31 工場廃止」と記載されていることが確認でき

る。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている被

保険者 558 人のうち 92 人についてオンライン記録が確認でき、当該記録に

よると、当該 92人のうち申立人を含む 40 人が昭和 20年９月１日に厚生年

金保険の被保険者資格を喪失したことが確認できる（残り 52 人のうち、７

人が昭和 20 年９月１日よりも前に、二人が同年 10 月１日に、３人が同年

12 月１日から 30 日までの期間に、11 人が 20 年 12 月 31 日に、27 人が 21

年１月１日に同資格を喪失しており、残り二人の元従業員については資格喪

失日を特定できない。）。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人

を含めて再度 113 人が、昭和 22 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格



 

を取得したことが確認できる。 

２ 申立期間②については、複数の元同僚が申立人の在籍を証言していること

から、申立人は、当該期間において、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、複数の元同僚が申立期間②の始め頃から工場が休止したと証言し

ている上、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同名簿

に記録がある申立人を含む 82人全員が昭和 23年 12月 31日に厚生年金保険

の被保険者資格を喪失したことが確認できる。 

３ このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生

年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 3695 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年３月１日から 42年４月 30日まで        

 私は、昭和 41 年３月１日にＡ社（Ｂ社に名称変更）に入社し 42 年４月

29 日に退社するまで継続して勤務していたのに、厚生年金保険被保険者記

録が欠落しており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立人は、「申立期間について、Ａ社が経営するＣ社（当時はＤ社）Ｅ駅

高架下の喫茶室に継続して勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険被保

険者記録が欠落している。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 41 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所

となっていることから、申立期間のうち、同年３月１日から同年５月 31 日

までの期間は、厚生年金保険の適用対象外の期間である。 

また、申立期間当時Ｃ社Ｅ駅高架下の喫茶室で勤務していた元同僚のうち、

住所が判明した 14 人に照会し、６人から回答を得たが、そのうちの５人は

申立人を記憶していない上、残りの一人は、「申立人は勤務していたと思う

が、勤務期間は分からない。」と供述しており、申立人の厚生年金保険の加

入状況について確認できない。 

さらに、当該５人の元同僚のうち、Ｆ社人事労務部係長の職のまま、Ａ社

へ出向していた一人は、「申立人については、正社員としての記憶が無いこ

とから、短期で臨時的な雇用形態であったと思う。当時は、途中入社の場合、

有力な紹介所からの紹介が有り、かつ１年以上の雇用が見込める者しか正社

員として採用していなかった。臨時雇用の場合、日々雇入れとして日雇健康

保険の加入になり、厚生年金保険及び健康保険には加入させなかったと思

う。」と供述している。 



 

加えて、Ｂ社Ｇ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社

の新規適用日である昭和 41年６月１日から 42年４月 30日までの間に資格

を取得した被保険者 342人の中に申立人の氏名は確認できない上、申立人の

申立期間における雇用保険被保険者記録も確認できない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生

年金保険料を控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3696  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年８月 17日から 40年７月１日まで 

    私は、申立期間についてはＡ社で正社員として義姉と一緒に経理の仕事を

行っていた。申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとされていることに

納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時の勤務状況について詳細に記憶しており、申立人が

申立期間においてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、既に解散しており、同社の元事業主及び元取締役で

あった妻も死亡しているため、申立人の厚生年金保険の加入状況及び保険料控

除について確認することができない上、申立期間当時、元事業主夫婦は国民年

金に加入し、国民年金保険料を納付しており、申立人と一緒に申立期間におい

て同社の事務を行っていたとする申立人の義姉（事業主の子）を含め同社に係

る厚生年金保険の加入状況について確認できない。 

また、公共職業安定所は、「申立人について、申立期間に係る雇用保険の被

保険者記録は確認できない。」と回答している。 

さらに、日本年金機構Ｂ事務センターは、「Ｂ事業所名簿を検索した結果、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった事実は確認できない。」と回答して

いる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3697  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年 11月 24日から 44年５月 26日まで 

             ② 昭和 45年 11月 24日から 46年５月 23日まで 

    私は、職業安定所の紹介で、申立期間①については、Ａ社（現在は、Ｂ社）

で季節労働者として働いた。同社に問い合わせたところ、会社設立時から厚

生年金保険に加入しているとのことなので、私の記録が有るはずである。ま

た、Ｃ社（現在は、Ｄ社）Ｅ工場でも季節労働者であったが、申立期間②よ

りも前に勤めたときの厚生年金保険の記録が有るのだから、申立期間②につ

いても、記録が有るはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の記録及びＢ社が保管する失業保険被保険

者離職証明書（事業主控）から、申立人は、昭和 43 年 11 月 20 日から 44

年５月 19日までの期間について、Ａ社で勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、「厚生年金保険の資格取得届と喪失届の両方を

確認したが、申立人の名前は無かった。失業保険被保険者離職証明書（事業

主控）には、申立人が季節工として入社したことが明記されており、そのた

めに、当初から厚生年金保険の被保険者としなかったと考えられる。」と回

答しており、申立人の申立期間①における厚生年金保険の加入状況及び保険

料控除について確認できない。 

また、Ａ社の元従業員の一人は、「農閑期に働きに来ていた人は、厚生

年金保険に加入していなかったと思う。」と証言している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立

期間①に申立人の氏名は見当たらない上、整理番号に欠番は無く、申立人に

係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 



 

２ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人は昭和 44年 12月

５日にＣ社Ｅ工場において厚生年金保険被保険者資格を取得し、45 年５月

20 日に同資格を喪失していることが確認できるものの、申立期間②におけ

る厚生年金保険の記録は確認できないが、雇用保険の記録によると、申立人

は、44年 12月５日から 45年５月 20日までの期間及び同年 11月 18日から

46年５月 20日までの期間において、Ｃ社Ｅ工場に係る雇用保険被保険者記

録が確認できることから、申立人は、申立期間②の頃に、同工場で勤務して

いたことは確認できる。 

  しかしながら、Ｄ社では、「申立人に係る厚生年金保険の記録が有る期間

については、健康保険組合の台帳及び企業年金連合会が保管する厚生年金基

金に係る記録においても申立人の被保険者記録が確認できるものの、申立期

間②の申立人に係る人事記録は無い。」と回答しており、申立人の当該期間

における厚生年金保険の加入状況及び保険料控除について確認することが

できない。 

また、申立期間②の頃に、Ｃ社Ｅ工場において、申立人と同様、季節労働

者だったとする元従業員３人は、申立人と同様、雇用保険の被保険者記録は

確認できるものの、厚生年金保険の被保険者記録は見当たらない上、このう

ちの一人が保管する給料明細書及び源泉徴収票をみると、雇用保険料は控除

されているものの、健康保険料及び厚生年金保険料は控除されていないこと

が確認できる。 

さらに、申立期間②の頃に、Ｃ社Ｅ工場に係る厚生年金保険被保険者記録

のある元従業員のうちの一人は、「私は季節労働者だったが、厚生年金保険

に加入するかどうか選ぶことができたので、私は加入することにした。」と

証言している。 

加えて、Ｃ社Ｅ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、

申立期間②において申立人の氏名は無い上、健康保険番号に欠番は無く、申

立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

３ このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはでき

ない。 



 

兵庫厚生年金 事案 3698  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年７月 13日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 62年９月１日から 63年２月１日まで  

             ③ 昭和 63年２月１日から同年 10月１日まで 

昭和 61年にＡ社に入社し、研修期間である１年間については給与 10万

円が保障されていたので、記録どおりである。しかしながら、申立期間①で

ある 62年７月からＢコースに進み給与は 15万円が保障され、申立期間②に

ついては、Ｂコースを辞め、企業開拓訪問へ変更し成績も良かったことから

営業副主任になり、給与も１か月手取額が25万から28万円であった。また、

申立期間③については、営業主任になり、月５件以上の契約を取り、継続率

も良かったため、本給と歩合給で月平均 35万円の手取り額があった。 

上記のとおり、申立期間①から③までに係る標準報酬月額が実際の給与

額と大きく相違しており、給与額に見合う厚生年金保険料が控除されていた

ので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した「厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通

知書」及び「厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に記載されている標

準報酬月額とオンライン記録は一致している上、申立人が厚生年金保険被保険

者資格を喪失した後に、申立人の標準報酬月額が遡及して訂正されている等の

不自然な点は見当らない。 

また、Ａ社は、「申立人に係る賃金台帳等の資料は保存していないため、申

立人の保険料控除額について確認することができない。しかし、当社は自社独

自で開発したソフトを使用しており、証明するものは無いが、届出に係るソフ

トと給与に係るソフトは連動しており、届出による標準報酬月額に基づく保険



 

料が給与から控除されていたと思う。」と回答している。 

さらに、昭和62年７月13日付けで申立人と同様、Ａ社Ｃ支社から同社Ｄ支社

へ異動している者が19人（申立人を含む。）確認できるが、19人全員の同社同

支社における資格取得時における標準報酬月額は同社Ｃ支社資格喪失時と同

額であり、また、当該19人のうち12人については63年８月１日に月額変更記録

を確認できることから、固定的賃金に変動があった者については、改定の届出

が行われていたことがうかがえる。 

加えて、申立人は申立期間における標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無く、こ

のほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 3699  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年３月 18日から 25年８月１日まで 

    私は、昭和 24年３月 18日にＡ社Ｂ工場に入社した。年金記録に不備があ

り、記録の訂正を願う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持するＡ社が発行した申立人に係る入社証明書及び人事記録証

明書によると、申立人が申立期間に同社Ｂ工場に勤務していたことは確認でき

る。 

しかしながら、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

申立期間に厚生年金保険被保険者資格を有し、所在が確認できた元同僚６人に

申立人の勤務実態について照会したところ、３名より回答を得たが、そのうち

の二人は、「申立人に記憶が無い。」と証言している。 

また、残りの一人は、「申立人に記憶がある。私が所持する当時の資料によ

り確認できる申立人の履歴によると、申立人は、昭和 24年３月 26日にＣ大学

を卒業し、同月 27日にＡ社Ｂ工場に入社となっている。当時の同工場の設備

は整っておらず、設備の整ったＣ大学に出向勤務していた。職員の人数は事務

担当員を含め６から７人と記憶している。」と証言しているところ、上記被保

険者名簿によると、申立人及び当該元同僚が記憶する元研究員及び事務担当員

を含む７人について、同社Ｂ工場における同被保険者資格の取得日は 25年８

月１日であることが確認できる上、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳

（旧台帳）においても、申立人の資格取得日は同日であることが確認でき、オ

ンライン記録と一致する。 

さらに、Ａ社Ｂ工場は、「申立人に係る当時の資料の保管は無く、保険料控

除について不明である。」と回答しており、申立期間における申立人の厚生年



 

金保険料の控除の有無について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 3700 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 54年３月１日から 57年３月 31日まで 

私は、昭和 54年３月１日から 57年３月 31日までＡ社で勤務していたが、

その間の厚生年金保険の加入期間が無い。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主及び元従業員の供述から、申立人は、期間は特定できないも

のの、同社で勤務していたことは認められる。 

しかしながら、元事業主は、「申立人は常勤の従業員としてではなく、変則

的なアルバイトとしての雇用であり、賃金も月５万円に満たないもので、厚生

年金保険料の控除はしていない。雇用期間も通算して３年に及んでいない。」

と回答している上、元従業員も、「申立人が勤務していた記憶はあるが、正社

員ではなかったように思う。」と供述している。 

また、申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、オンライ

ン記録によると、申立人は申立期間において、国民年金に加入し同保険料を納

付していることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                    

  

兵庫厚生年金 事案 3701                    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年１月 31日から同年２月１日まで 

私は、平成 13 年６月１日にＡ社に入社し、14 年１月 31 日まで継続して

勤務したが、厚生年金保険加入記録によると資格喪失日が同年２月１日では

なく同年１月 31日になっている。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成 14年１月 31日までＡ社で勤務していた。」と主張している

ところ、雇用保険の記録によると、申立人の同社における離職年月日は、同年

同月 30日であったことが確認でき、オンライン記録と一致する。 

また、事業主は、申立期間当時の関連資料等が無いため、申立内容について

確認できない旨を回答しているが、「申立人の申立期間に係る厚生年金保険の

届出はオンライン記録と一致しており、平成 14 年１月分の保険料は納付して

いないと思う。」と回答している上、申立期間においてＡ社に係る厚生年金保

険被保険者記録を有する８人に照会し、回答のあった６人全員が「在籍期間と

厚生年金保険の加入記録は一致する。」と供述しており、上記８人の雇用保険

の記録によると、一人については記録が確認できないものの、残りの７人の記

録はオンライン記録と一致する。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                    

  

兵庫厚生年金 事案 3702                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年６月１日から 23年５月 10日まで 

私は、平成 22 年９月に申立期間の記録が脱退手当金となっていることを

知った。もらった記憶が無いので申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳によれば、保険給付欄に昭和 23 年

５月 25日に脱退手当金を支給した旨の記載が確認できる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無い上、申立人の

脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から１か月以

内（15 日後）に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

さらに、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                    

  

兵庫厚生年金 事案 3703 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月５日から 45年７月 31日まで 

             ② 昭和 45年８月１日から 48年４月 11日まで 

私は、Ａ社及びＢ社に勤務していた期間の厚生年金保険の記録について、

同社を退職した約 16 か月後に脱退手当金が支給されたことになっており納

得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金裁定請求書によると、申立人の署名・押

印並びに「49年６月 28日Ｃ社会保険事務所収受」、「49年７月３日Ｄ社会保

険事務所受付」及び「49 年８月 28 日小切手交付済」の押印が確認できる上、

Ｃ社会保険事務所（当時）は、申立人の実家（Ｅ市Ｆ地区）の地域を管轄する

社会保険事務所（当時）であり、送金先銀行名は、「Ｇ銀行Ｆ支店」とされて

いることが確認できる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が申立期間

の脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                    

  

兵庫厚生年金 事案 3704 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 32年８月１日から 42年４月 21日まで 

私の年金記録によると、Ａ社で勤務した期間の厚生年金保険被保険者期間

について、脱退手当金が支給されたこととなっており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金裁定請求書によると、昭和 43年７月 19日付けの受付印、同年同

月22日付けの支払通知書発送及び同年同月25日付けの支払予定日の印が確認

できる上、同日に受領した旨の申立人の署名と押印が確認できる。 

また、申立期間の脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無く、㈱

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の氏名欄には、脱退手

当金が支給されていることを意味する｢脱｣の表示が確認できるなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、受給した記憶が無いという申立人の主張のほかに、申立人が脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる具体的な周辺事情は見当たらない。 

これらの理由及びその周辺事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



                    

  

兵庫厚生年金 事案 3705 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 30年 11月 18日から 32年４月１日まで  

② 昭和 34年２月２日から同年５月 23日まで 

③ 昭和 35年６月 13日から 37年５月１日まで  

④ 昭和 37年８月８日から 40年５月８日まで 

私は、出産のため産前産後の休暇を取得後、Ａ社を昭和 40年５月に退職

した。その際、脱退手当金に関して、会社から説明等は何も受けた記憶は無

く、脱退手当金を受給した記憶も無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金を受

給したことを示す「脱」の押印が記されていることが確認できる上、申立期間

①、②、③及び④を通算して算出された脱退手当金は、その支給月数及び支給

額に誤りは無く、申立期間④に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約６

か月後に支給決定されているほか、申立期間①の事業所に係る厚生年金保険被

保険者台帳には、脱退手当金支給額の算定のために必要となる標準報酬月額等

を社会保険庁（当時）から脱退手当金を裁定した社会保険事務所（当時）へ回

答した年月日である「回答済 40．８．31」の記載が確認できるなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

なお、申立人には記録上、未請求となっている申立期間前の厚生年金保険被

保険者期間があるが、申立期間とは別の厚生年金保険被保険者台帳記号番号と

なっており、当時、請求者からの申出がなければ、別の記号番号で管理されて

いた被保険者期間を把握することが困難であったことを踏まえると、未支給期

間があることに不自然さはうかがえない。 



                    

  

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないと認めることはできない。 



                    

  

兵庫厚生年金 事案 3706 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年２月 16日から同年８月５日まで 

             ② 昭和 24年８月 16日から 34年８月１日まで 

    Ａ社で勤務していた昭和24年２月16日から同年８月５日までの期間及び 

同年同月16日から34年８月１日までの期間に係る脱退手当金が支給済みと

されているが、当時、脱退手当金の説明を受けた覚えは無いので調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿により、申立人が記載されているページを

含む前後計 10 ページに記載されている女性で、申立人が資格を喪失した昭和

34 年８月の前後おおむね３年以内に被保険者資格を喪失して脱退手当金の受

給資格がある者（申立人及び同社退職直後に他社で資格を取得している者を除

く。）17人中 14人に支給記録が確認でき、そのうち 10人は資格喪失日から６

か月以内に支給決定が行われていることが確認できるほか、申立期間当時は通

算年金制度創設前であったことを踏まえると、事業主による脱退手当金の代理

請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱

退手当金が支給されたことを意味する｢脱｣の表示が記されている上、申立期間

の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 34 年 10 月 16 日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                    

  

兵庫厚生年金 事案 3707 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 41年２月１日から 43年３月１日まで          

私は、申立期間についてはＡ社に勤務していたが、私の年金記録によると、

その間の厚生年金保険被保険者期間について昭和 43 年５月７日に脱退手当

金が支給されたことになっている。当時、長女が生まれたばかりで忙しく、

脱退手当金を受給した記憶も無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の申立人の欄に

は、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は、支給月数及び支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 43 年５月７日に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                    

  

兵庫厚生年金 事案 3708 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32年１月４日から同年７月 27日まで 

             ② 昭和 33年 10月 15日から 36年 12月１日まで 

私は、Ａ社に勤務しているときに、Ｂ中毒になり体を壊したため退職した

が、脱退手当金の手続に行ってもいないし、もらった記憶も無いので、調査

の上、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金の裁定のた

めに必要となる標準報酬月額等を、社会保険庁（当時）から当該脱退手当金の

裁定庁へ回答したことを示す「回答済」の押印を確認することができる。 

また、オンライン記録及びＣ市の被保険者台帳管理簿等によると、申立人の

国民年金手帳記号番号は、申立人が 60歳到達後の昭和 55年４月１日に払い出

されたと推認でき、36年 11月にＡ社を退職後、国民年金の強制加入期間であ

るにもかかわらず、国民年金の加入手続を行っていないことが確認できる申立

人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

このほか、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                    

  

兵庫厚生年金 事案 3709 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 39年 11月 16日から 40年７月 16日まで 

         ② 昭和 40年 11月 27日から 41年７月 27日まで 

         ③ 昭和 41年９月１日から同年 12月 10日まで 

         ④ 昭和 41年 12月 15日から 42年 10月 10日まで 

         ⑤ 昭和 42年 11月 22日から 43年７月 21日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店及びＤ社に勤務していた申立期間の脱退手当

金が支給されたとされているが、私は脱退手当金を受給した記憶は無いので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金裁定請求書及び脱退手当金裁定並支出伺には「受

付 45．７．１」、「45．８．25 支払済」の押印が確認できる上、添付されてい

る領収書には、申立人が社会保険事務所（当時）の窓口で昭和 45 年８月 25

日付けで脱退手当金を受領した旨の申立人の署名及び押印が確認できる。 

また、脱退手当金は、申立期間①、②、③、④及び⑤を通算して算出され、

その支給月数及び支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

なお、申立人には記録上、未請求となっている申立期間前の厚生年金保険被

保険者期間（２期間）があるが、申立期間とは別の厚生年金保険被保険者台帳

記号番号となっており、当時、請求者からの申出がなければ、別の記号番号で

管理されていた被保険者期間を把握することが困難であったことを踏まえる

と、未支給期間があることに不自然さはうかがえない。  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

  

兵庫厚生年金 事案 3710 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から８年８月１日まで 

平成７年１月から８年７月までの標準報酬月額が、災害特例の適用を受け

た記憶も無いのに実際の報酬月額に比べ低額になっているので調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により申立期間のうち、平成７年１月から同年 11 月までの

標準報酬月額については、当初、22万円と記録されていたところ、同年 12月

25日付けで、当該期間の全てについて遡って９万 2,000円（届出は 1,000円）

に引き下げられていることが確認できる。 

   しかし、Ａ社に係る履歴事項全部証明書によると申立期間において申立人は

同社の代表取締役であることが確認できる上、オンライン記録により、申立

期間における同社の厚生年金保険被保険者は申立人のみであることが確認で

きることから、申立人は申立期間における当該標準報酬月額の減額処理に関

与したものと認められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任

を負っている代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理の無

効を主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。 

 



 

  

兵庫厚生年金 事案 3711（事案 31、2248の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20年４月１日まで 

私は、昭和 19年 10月から 21年８月頃までＡ社のＢ丸にＣ職見習として

乗船していたが、申立期間の年金記録が無いことについて、再申立てをした

ところ、平成 22年 10 月 25日にあっせんを行わないとの判断の通知をもら

った。 

しかし、以前、社会保険事務所（当時）から、Ｂ丸は昭和 20 年１月 20

日に遭難し沈没したことを示す資料の提供と説明を受けたが、同船は遭難し

ておらず、私は同船に乗って日本に帰国した。また、同船の同僚がＤ県で年

金記録確認の申立てを行い、年金記録確認Ｄ地方第三者委員会から、私に同

船に係る 20年１月 20日より後の期間についての問い合わせがあった。社会

保険事務所から提供を受けた資料と年金記録確認Ｄ地方第三者委員会から

の問い合わせの文書を提出するので、私が同船に乗船していた申立期間の船

員保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

          

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が一緒に乗船していたとして

いる申立人の兄及び同僚についても、申立期間に係る船員保険被保険者記録は

確認できないこと、ⅱ）船舶所有者であるＥ社は既に適用事業所でなくなって

いるため、当時の資料を確認することができないこと、ⅲ）申立人が申立期間

に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことを推認できる

給与明細書等の資料は無いことを理由として、当委員会の決定に基づき、年金

記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行った旨、平成 20年３月 25日付

けで通知が行われている。 

また、その後、申立人は、船員保険制度の施行時期（昭和 15 年）及びＢ丸



 

  

の乗組員数を主張して再度申立てを行ったため、当委員会では、ⅰ）当時のＢ

丸の乗組員数について、申立人は20人弱、元乗組員は24人としているところ、

同船に係る船員保険被保険者名簿において、氏名の記載がある者は 12 人であ

り、申立人、申立人の兄及び申立人が記憶している元同僚の氏名の記載は確認

できないことから、申立期間当時、当該事業所では、乗船者の全てについて船

員保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえること、ⅱ）船員保険

法が施行されたのは、昭和 15 年６月１日であるものの、申立人、申立人の兄

及び申立人が記憶している元同僚が船員保険の被保険者資格を取得した 20 年

４月１日は、改正された同法の施行日であることから、申立人は、同法改正に

より船員保険の被保険者の適用範囲が拡大したことをきっかけとして、事業主

が船員保険の被保険者資格の取得手続を行った可能性がうかがえることによ

り、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、既

に当委員会の決定に基づき、年金記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を

行った旨、平成 22年 10月 25日付けで通知が行われている。 

今回、申立人は、社会保険事務所から、Ｂ丸は昭和 20年１月 20日に遭難し

沈没したことを示す資料の提供及び説明を受けたが、同船は遭難していないこ

と、及び年金記録確認Ｄ地方第三者委員会から、申立人に対し、同船に係る同

日よりも後の期間について問い合わせがあったことを主張して、再度申立てを

行っている。 

しかしながら、当委員会では、申立期間に係る申立てについて、Ｂ丸が昭和

20 年１月に遭難したことを理由として申立人の年金記録の訂正の必要は無い

との判断は行っておらず、今回、申立人から提出された社会保険事務所の資料

は戦時加算該当船舶名簿の写しであり、同年同月 20 日はＢ丸の加算区域航行

期間の終期を表したものである上、年金記録確認Ｄ地方第三者委員会からの問

い合わせについても、申立人の船員保険被保険者記録が確認できる申立期間よ

り後の期間に関するものであり、申立人が申立期間において同船に係る船員保

険被保険者であったことをうかがわせる事情とは認められない。 

また、申立人は、Ｂ丸の同乗者として新たに二人の姓を挙げているが、同船

に係る船員保険被保険者名簿において、当該二人の姓の記載は確認できない上、

姓のみの記憶であり、オンライン記録において当該二人を特定することができ

ないことから、当該二人から当時の状況を確認することもできない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、今回の申立人の主張は、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは

認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当た

らないことから、申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

  

兵庫厚生年金 事案 3712 

 
第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 
    氏 名 ： 女 
    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月 10日から 40年８月９日まで 

             ② 昭和 40年９月１日から 41年９月 11日まで 

    年金記録上は、脱退手当金を受給したことになっているが、受給した覚え

は無い。年金記録の訂正を願いたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」とい

う。）によると、申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示

が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは

無く、申立期間に係る同被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 41 年 12

月５日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社に係る被保険者名簿により、同社を最終事業所として脱退手当金

の受給記録があり、所在が確認できた元従業員一人に同手当金の状況について

照会したところ、「私は、脱退手当金を受給した。」と証言している。 

さらに、昭和 38年４月８日から同年 10月 26日までの厚生年金保険被保険

者期間については未請求期間となっているが、当該被保険者期間に係る厚生年

金保険被保険者記号番号と申立期間に係る同被保険者記号番号は異なってい

る上、未請求期間に係る同被保険者記号番号は、平成 20年５月 30日に申立人

の基礎年金番号に統合されたことが確認できることから、未請求期間の脱退手

当金の支給が無かったことについて不自然さは無い。 

さらに、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

  

兵庫厚生年金 事案 3713 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年１月１日から 61年３月１日まで   

    私は、Ａ社（その後、Ｂ社に名称変更）に昭和 46年１月に入社し、61年

２月 28 日まで継続して勤務していた。57 年１月から 61 年２月までの間、

給料の総支給額は 52万円から 62万円であったにもかかわらず、標準報酬月

額が 30万円から 44万円と低くなっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、「Ａ社から受領した申立期間の給料の総支給額に比べて、標準報

酬月額が低くなっていることに納得できない。」と主張しているところ、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除したと認められる保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることからこれらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人から提出のあった昭和57年から59年分の所得税の確定申告書及び事

業所から提出のあった 57 年分と 59 年分給与所得等支給状況内訳表をみると、

申立人の申立期間に係る年間給与支給額は約540万円から651万円であること

が確認でき、これを月額に換算すると 44万円から 56万円となり、オンライン

記録の標準報酬月額を上回る。 

しかしながら、申立期間における標準報酬月額の上限は、昭和 57 年１月か

ら 60年９月までは 41万円、60年 10月から 61年２月までは 47万円であるこ

とが確認できる。  

また、申立期間について、申立人から提出のあった昭和 57年から 59年分の



 

  

所得税の確定申告書に記載されている社会保険料から算出した厚生年金保険

料は、オンライン記録の標準報酬月額から算出した同保険料とほぼ一致する上、

同申告書に記載されている社会保険料から算出した厚生年金保険料の控除額

に見合う標準報酬月額は、オンライン記録と同額もしくは下回っていることが

確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

  



 

  

兵庫厚生年金 事案 3714  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年１月 21日から 34年５月 13日まで 

    最低 25 年かけないと年金はもらえないと聞いていたので、私が脱退する

手続をしたはずがない。脱退手当金をもらっていないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」とい

う。）の申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示があると

ともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無い上、申立人の

厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金の算定のために必要と

なる標準報酬月額等を、厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答さ

れたことが記録されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人のＡ社に係る被保険者名簿において、申立人の前後に記録され

ている女性のうち、申立人が被保険者資格を喪失した日（昭和 34年５月 13日）

の前後約１年以内（33年５月から 35年５月まで）の期間に厚生年金保険の被

保険者資格を喪失した女性６人（申立人を除く。）の脱退手当金支給記録を確

認したところ、当該６人全員が資格喪失日から７か月以内に脱退手当金の支給

決定がなされている上、このうちの一人が「脱退手当金について会社から説明

があり、辞めるときにお金をもらった。」と証言していることを踏まえると、

事業主による代理請求がなされた可能性がうかがえる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


